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定期監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定期監査を実施したので、その結

果を同条第９項の規定により下記のとおり報告します。 

記 

１ 対 象 部 課 市民環境経済部 市民活動支援課、市民課、環境課 

２ 監 査 対 象 令和７年度 定期監査調書及び関係書類等 

３ 実 施 日 令和７年１２月２５日（木） 

４ 監 査 場 所 白井市役所 東庁舎３階 監査委員室 

５ 監査の方法 

（１）監査に当たっては、対象課長から提出された令和７年度定期監査調書を基 

  に、令和７年４月１日から令和７年１１月３０日における財務に関する事務

の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の管理が合理的

かつ効率的に行われているか。また、その他の事務の執行が、法令に適合し、

正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合

理化に努めているかを着眼点として実施した。 

（２）監査は、「白井市監査基準及び令和７年度白井市監査計画」に準拠して、関 

  係書類を照合するとともに、職員から説明を聴取し質問等を実施した。 

６ 監査の結果 

   監査に付された関係書類は、いずれも適正に作成されており、各課の財務

事務及び業務は、おおむね適正に執行されているものと認められ、事務処理

上改善すべき軽易な事項等については講評の中で口頭指導を行った。 



＜参考：監査等の結果における区別＞ 
区別 判断の基準 処理 

指摘事項 ・法令等に重大な違反や不

正行為があるもの。 
・経済性、効率性又は有効

性に著しく合理性を欠く

もの。 
・予算の目的に反している

もの。 
・監査委員が特に必要と認

めるもの。 

・監査等の結果に詳細を記載

し、公表及び市長等への報

告を行う。 
・監査結果に基づく措置の状

況の報告の提出を市長等

から求める。 
・市長等から措置を講じた旨

の報告の提出を受けた場

合は、これを公表する。 
注意事項 ・指摘事項とするには至ら

ないが、妥当性に欠け改

善を要するもの。 
・経済性、効率性又は有効

性に合理性を欠くことが

懸念されるもの。 

・監査等の結果に詳細を記載

し、公表及び市長等への報

告を行う。 

口頭指導 
事項 

・指摘事項、注意事項とす

るには至らないが、改善

することで適正な事務等

の執行が図れるもの。 

・口頭により指導を行う。 

 


